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Ⅰ．共済会制度のあらまし

○目的

  民間社会福祉事業の進展に寄与するため、三重県内の民間社会福祉事業に従事する職員を会員とし

て、会員に対する退職共済その他の福利事業を実施し、会員の相互扶助の精神に基づきその福祉の増

進を図る活動を行うことを目的とする。

○経緯

  昭和３５年１０月１日  三重県民間社会福祉事業職員共済会設立

              三重県民間社会福祉事業職員共済会規約に基づく共済制度発足

  昭和４０年３月９日   財団法人三重県社会福祉事業職員共済会設立

  昭和４４年４月１日   財団法人三重県社会福祉事業職員共済会規約廃止、業務方法書制定

  平成２１年４月１日   業務方法書を改正し、業務運営規程と改称

  平成２５年４月１日   一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に名称変更

○共済制度の契約関係

※本会制度は、共済会と共済契約者（社会福祉法人等）との契約です。

※共済契約者が行う退職金制度の積立金を共済会が預託を受け、運用を行っています。

共済契約者 共済契約者の当事者である事業主

  事業主   次に掲げる事業を営む法人及び個人

①社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業

②社会福祉の向上を目的とする事業であって、社会福祉事業に準ずる事業として

理事長が加入を認めた事業

 会員    共済契約者が経営する事業所に常時勤務する有給の役員及び職員のうち、就業規則、

         労働協約等により、退職金制度の受給者とされた者。ただし、１年未満の期間を定

めて使用される者は除く。

信託銀行等

共済会

会員共済契約者

掛

金

契

約

契

約

拠

出

給

付

払

戻

し

掛金本人負担
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Ⅱ．共済契約について

１．共済契約の申込をする場合（業務運営規程 第５条）

 （１）事業主が共済契約をするときは、共済契約申込書（様式第１号）と会員（被共済職員）名簿

（様式第１－２号）を添えて提出してください。

    また、共済契約申込書には、下記の確認事項がわかる許認可書、届出書または届出受理書（受

理印のあるもの）の写しを必ず添付してください。

  ◆確認事項◆

   ア．施設・事業の名称 イ．所在地 ウ．施設、事業の種類 エ．入所（利用）定員数

   オ．事業開始年月日  カ．許認可、届出年月日

 （２）共済契約申込書の記入上の注意点（巻末 様式集３ページ参照）

  「法人等の名称及び代表者の職・氏名・代表者印」・・・共済契約者となる法人名、代表者名を記

入し、代表者印を押してください。

  「担当者名」・・・共済事務を担当する職員の氏名を記入してください。

  「施設等の名称」・・・法人内の経営する施設の名称を記入してください。施設が複数ある場合は、

加入対象となる全ての施設の情報を記入してください。

ただし、県外に所在する施設は加入対象となりません。

（３）会員名簿の記入上の注意点

  会員となる条件については、４ページの条件を参照してください。

※記入上の注意点

・事業所ごとに作成してください。

・職種（コード）については３ページの《職種・コード一覧》を参照してください。

・入会年月日は、必ず月の初めとなっていることを確認してください。

・掛金給与月額は、本俸と特殊業務手当を合算した額を記入してください。

（１０～１１ページ参照）

・共済契約者記入欄には、法人の名称、代表者氏名を記入し、代表者印を押してください。

２．共済契約の承諾（規程 第６条、第７条）

 （１）事務局は、記載内容に基づき調査を行い、契約を承諾するかどうかを決定します。

 （２）契約が成立したら、共済契約者番号を設定し、共済契約承諾書（様式第２号）で共済契約者

    にお知らせいたします。

※事務局は、記載内容に基づき手続きを行い、共済契約者に承認した旨を通知します。 
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《 職種・コード一覧 》

２１ 施設長 ２２ 支援員 ２３ 保育士 ２４ 介護職員

２５ 看護職員 ２６ 訓練指導員 ２７ 栄養士 ２８ 調理員

２９ 施設事務職員 ３０ 介助員 ３１ 社協事務局長 ３２ 社協事務職員

３３ ホームヘルパー ３４ その他団体職員 ３５ その他施設職員 ３６ 社協施設職員

３７ 生活支援員 ３８ 介護支援専門員 ３９ 相談員 ４０ 副施設長

４１ 所長 ４２ 医師 ４３ 作業員 ４４ 事務長

４５ 作業療法士 ４６ 理学療法士 ４７ 事務次長 ４８ 生活相談員

４９ 指導員
５０ ｻｰﾋﾞｽ提供（管理）

責任者
５１ 児童指導員 ５２ その他社協職員

５３ 保健師 ５４ 講師 ５５ 常勤役員 ５６ 社協支所長

５７ 准看護師 ５８ 薬剤師 ５９ 所長補佐 ６０ 施設長代理

６１ 世話人

３．共済契約後、共済契約内容に変更があった場合（規程 第１４条）

（１）次の内容に該当するときは、共済契約者異動届（様式第５－１号、５－２号）に必要事項を

記入し、提出してください。（巻末 様式集７・９ページ参照）

①法人の名称、住所、代表者の変更があったとき（様式第５－１号）

②事業所の休廃止・事業所の名称や住所の変更をしたとき（様式第５－１号）

③事業所を新設したとき（様式第５－２号）

④事業所または事業を他の経営者から引き継いだとき（様式第５－２号）

※必要な添付書類

１．下記の確認事項がわかる認可書、指定通知書または届出書（受理印のあるもの）の写し

    →施設・事業の名称、所在地、施設・事業の種類、入所（利用）定員数、事業開始年月日、

許認可、届出年月日

２．事業所の新設に伴い、会員の入会・異動がある場合は、会員異動届（様式第６－１、６－３、

  ６－４号）の届出を同時に行ってください。

また、事業の廃止や法人の解散に伴い、会員の退会・異動等がある場合は、会員異動届（様式

第６－５、様式第１１号、様式第６－３、６－４号）の届出を行ってください。

（巻末 様式集１１、１５、１７、１９、２６～２７ページ参照）

※事務局は、記載内容と添付書類を確認後、各情報を登録（変更）し、共済契約者に承認した旨を

通知します。
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Ⅲ．会員の異動について

１．入会

（１）会員となる条件について（規程 第２条）

下記の項目を満たしていることを確認してください。

  ・共済契約者が経営する社会福祉事業またはそれに準ずる事業を行う事業所の職員で、その事

業に常時従事する有給の役員および職員のうち、就業規則、労働協約等により、退職金制度

の受益者とされたもの。

  ・就業契約が１年以上であること。

※常時従事する職員とは

常勤の職員の他、労働時間が常勤職員の３分の２以上の職員のことを指します。

（２）入会の手続き方法について（規程 第１５条第１項） 

共済契約者が加入手続きを行った時点で入会可能となります。

会員異動届（入会）（様式第６－１号）に必要事項を記入・押印し提出してください。

（巻末 様式集１１ページ参照）

※記入上の注意点

 ・共済契約者は会員氏名・本人印を確認したうえで掛金基礎給与月額を記入し、共済契約者記入箇所

に記入・押印してください。

・「掛金基礎給与月額」については、１０～１１ページを参照してください。

・「職種」は、３ページの職種・コード一覧から選び、数字または職種名で記入してください。

  また、一覧にない職種については業務内容の近いものを選択してください。

 ・「入会年月日」は必ず月の初日となります。２日以降の就業であれば、翌月の１日が入会年月日と

なります。

 ・「会員番号」、「掛金月額」、「入会金確認日」、「受理欄」は事務局が使用しますので、記入しないで

ください。

※事務局は、記入内容を確認・登録し、会員番号の発行を行います。

 会員番号は事業所番号＋個別番号となります。

掛金額を決定し「掛金月額」欄に記入後、申込書原本を事務局に保管し、会員異動届承認通知書（入

会）兼会員証及び会員異動届承認通知書（入会）を共済契約者へ送付します。

※事業主は、会員異動届承認通知書（入会）兼会員証を会員に渡し、会員異動届承認通知書（入会）

を保管してください。
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（３）入会金について

①入会金は、１人１，０００円とし、共済契約者を通して納付してください。

②共済契約者は、入会が承認された後、速やかに入会金を徴収し、専用の振込用紙を利用して振り

込んでください。また、毎月の掛金とは別に振り込んでください。会費と同時に振り込む

場合や、専用の振込用紙を利用しない場合は送金明細を事務局まで送付してください。

（６ページの様式をご利用ください。）

【入会金専用振込用紙】

◇表面

振込金受取書 振込金通知書 振込依頼書（入金票）

平成 年 月 日 平成 年 月 日 ご依頼日 

金 額 3,000 円 金 額 3,000 円 振込先 百五銀行 3,000 円

振込先 百五銀行 振込先 百五銀行 受取人 普通 4477 

受取人

一般財団法人

三重県社会

福祉事業職員

共済会

受取人

一般財団法人

三重県社会

福祉事業職員

共済会

一般財団法人

三重県社会

福祉事業職員

共済会

依頼人 （福）○○会 依頼人 （福）○○会 依頼人
おなまえ

（福）○○会

 備考

入 会 金

 備考

入 会 金

◇裏面

平成○年△月分

本月新加入者名

○○○○ 

△△△△ 

□□□□ 

３名 ３，０００円

必ず入会月と入会

者の氏名を記入し

てください。
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【入会金振込報告書】例

入 会 金 振 込 報 告 書 

下記のとおり入会金を送金します。 

振込年月日 年    月    日

金  額 円

入会者氏名 入会年月日 備考 

  年    月    日

  年    月    日

  年    月    日

  年    月    日

  年    月    日

所在地     

施設団体名     

代表者名 印

TEL     

FAX     
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２．休職・復職

（１）会員が休職する場合について（規程 第１５条第１項第２号、第４８条）

①会員が休職等により、共済契約者から給与の全部または一部の支給を受けなくなった場合、届出

を行うことによって掛金を納付を休止することができます。

②休職登録をすることにより、会員としての規程は適用しますが、その間は退職手当金算出の基礎

となる加入期間から除きます。

（２）休職（復職）登録の手続き方法について

会員異動届（休職・復職）（様式第６－２号）に必要事項を記入し、提出してください。

（巻末 様式集１３ページ参照）

※記入上の注意点

・休職期間は、月の初めから月末となります。

・休職期間とは、掛金を納付しない期間となります。

・「育児休業」には、産前・産後休業が含まれます。

・復職した場合、必ず復職時給与額を記入してください。

  ※休職と復職が同一年度の場合 … 該当年度４月１日の基礎給与月額が適用されるため、４月１日時

点と同額の金額を記入してください。

  ※年度をまたいで休職をして新年度に復職した場合 … 復職時の基礎給与月額を記入してください。

・復職する時期が未定の場合についても、予定として、必ず休職予定期間を記入してください。

例１ ７月５日から１月２５日まで休職の場合（同一年度に復職の場合）

     ７月から掛金を納付しない・・・・・休職開始日 ７月初 休職終了日 １月末

     ７月分の掛金を納付する・・・・・・休職開始日 ８月初 休職終了日 １月末

     復職時給与額・・・同一年度の４月１日時点の基礎給与月額を記入

 例２ ７月２０日から翌年６月２０日まで休職の場合（年度をまたぐ場合）

     ７月から掛金を納付しない・・・・・休職開始日 ７月初 休職終了日 翌年６月末

     ７月分の掛金を納付する・・・・・・休職開始日 ８月初 休職終了日 翌年６月末

     復職時給与額・・・復職時（この場合、翌年７月１日時点）の基礎給与月額を記入

※休職期間においても、本人と事業主との合意のうえで掛金の納付を継続する場合は、休職の届

出を提出する必要はありません

※事務局は、記載内容を確認・登録後、承認した旨を共済契約者に通知します。
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３．法人内異動

（１）会員が同一法人内の事業所間で異動する場合の手続き方法について

（規程 第１５条第１項第４号）

同一法人内で異動があり、かつその事業所同士が異なる施設団体番号の発行を受けている場合に

は、会員異動届（同一法人内異動）（様式６－３号）に必要事項を記入し、提出してください。（巻

末 様式集１５ページ参照）

※記入上の注意点

・事業所ごとに作成してください。

・施設・団体番号と施設団体名は必ずご記入ください。

・異動年月日は必ず月の初めとなっていることを確認してください。

※事務局は、会員の異動手続きを行い、新たに会員番号を発行し、承認した旨を共済契約者に通知し

ます。

４．法人間異動

（１）会員が他の事業主の運営する法人へ就業した場合の手続き方法について

（規程 第１５条第１項第５号）

共済契約者は、会員異動届（会員期間通算承認申請書）（様式第６－４号）に必要事項を記入・

代表者印を押印し、異動先の法人等へ送付してください。

異動先の法人等は、会員異動届を受け取り、必要事項を記入・代表者印を押印し、共済会事務局

へ提出してください。（巻末 様式集１７ページ参照）

※記入上の注意点

 ・手続きは、事実が生じた後速やかに行ってください。

 ・異動年月日を記入するとき、会員期間が必ず連続していることを確認してください。１日でも空白

期間があると、継続異動ができませんのでご注意ください。

 ・法人間異動によって基礎給与月額が変更となった場合は、年度途中であっても掛金額が変わります。

異動後の給与額を掛金基礎給与月額とし、その年度４月１日から適用します。

（１１ページを参照）

 ・月の途中に異動の場合、掛金は１日に在籍していた法人が負担することとします。

※事務局は、異動手続きを行い、承認した旨を各共済契約者に通知します。
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５．退会

（１）退会する職員がいる場合の手続き方法について（規程 第１５条第１項第６号）

共済契約者は、会員異動届（退会）（様式第６－５号）に必要事項を記入・代表者印を押印し、

提出してください。（巻末 様式集１９ページ参照）

※記入上の注意点

・退職区分は「１．普通退職」「２．死亡退職」「３．公務傷病・死亡退職」「４．その他」から選び、

数字を記入してください。

・様式第１１号の「退職手当金請求書・会員加入及び退会状況報告書」を作成し、一緒に提出してく

ださい。

・退職手当金請求がすぐにできない場合も会員異動届（退会）（様式第６－５号）は速やかに提出し

てください。

６．職種・氏名変更

（１）会員が職種変更又は氏名変更をした場合の手続き方法について

（規程 第１５条第１項第７号）

共済契約者は、会員異動届（職種・氏名変更）（様式第６－６号）に必要事項を記入・代表者印

を押印し、提出してください。（巻末 様式集２１ページを参照）

※記入上の注意点

・生年月日、変更年月日は必ず記入してください。

※事務局は、変更の手続きを行い、承認した旨を共済契約者に通知します。

７．共済事務代行登録について

（１）代行者登録とは（規程 第１５条第２項） 

共済契約者は、経営する事業所の長を共済事務代行者として登録すれば、届出等の一部の事務

を代行させることができます。登録により、代行できる届出等の事務は下記のとおりです。

様式第６－１号 会員異動届（入会） 様式第６－６号 会員異動届（職種・氏名変更）

様式第６－２号 会員異動届（休職・復職） 様式第８号   掛金基礎給与月額変更届

様式第６－３号 会員異動届（同一法人内移動） 様式第１５号  見舞金等給付申請書

様式第６－５号 会員異動届（退会）

※以下の手続きは、共済事務代行者ではなく、必ず共済契約者が行ってください。

・様式第５－１・５－２号 共済契約者異動届（変更等）（新設等）

・様式第６－４号     会員異動届（会員期間通算承認申請書）

・様式第１１号      退職手当金請求書・会員加入及び退会状況報告書
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（２）代行者登録の手続き方法について

共済事務代行者登録届（様式第７号）に必要な事項を記入し、提出してください。

（巻末 様式集２２ページを参照）

※記入上の注意点

・代行者は必ず事業所の長（園長・施設長等）とし、印は事業所の長（園長・施設長等）の印を

押印してください。

・法人内に事業所が複数ある場合は、事務の代行を希望する事業所ごとに届出を記入し、提出し

てください。

Ⅳ．掛金について

（１）掛金の納付について（規程 第１６条、第２２条）

・掛金は、会員が入会した月から退会する月まで毎月本会に納付してください。

 ・在職中に休職し、給与の全部または一部が支払われない場合は、申請により掛金を納付しないこと

ができます。（規程 第４８条第２項）

 ・退職手当金が最高額に達したときは、届出により、理事長の承認を得て掛金の納付を休止すること

ができます。（規程 第４８条第３項）

（２）掛金の額について（規程 第１７条、第２０条）

・掛金の額は掛金基礎給与月額の１０００分の３６（３．６％）とします。

ただし、端数は切り捨て、１の位が奇数になった場合は１円引下げた額とします。

①掛金は事業主と会員で２分の１ずつ負担してください。

②事業主は会員の負担分を徴収し、事業主分とあわせて本会に納付してください。

 ・掛金基礎給与月額とは、その年度の４月１日時点の給与額を適用します。

  また、５月１日以降に会員となった場合は、会員となった月の１日時点の給与額とします。

 ※特例事項 掛金基礎給与月額は５０万円を限度とします。

   ただし、平成１４年３月３１日時点で掛金基礎給与月額が５０万円を超えている会員については

その額を基礎給与月額の上限とします。なお、減給になった場合はそれに従います。

掛金基礎給与月額

俸給表に定める格付本俸と下記の特殊業務手当（※）を合算した額のことをいい、その他の手当

はいかなるものも含まれません。

A 時給手当の方の場合・・・「時給×１日の平均勤務時間×２１日」で計算した額

B 日給手当の方の場合・・・「日給×２１日」で計算した額
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※特殊業務手当

職務の複雑、困難もしくは責任の度合いまたは勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条

件が、同じ職務の等級に属している他の職員に比較して著しく相違しているため、格付本俸を調整

する趣旨で支給される手当です。

以下の手当は特殊業務手当に該当しませんのでご注意ください。

A 特殊勤務手当（従事した回数等をもとに支給額が決められる）
B 管理職手当（管理、監督の地位にある職員に支給される）
C 調整手当（地域における賃金、物価水準等を勘案して支給される）
D 資格手当（取得した資格に対して支給される）
E 職務手当（全ての職員に支給される）

◆掛金の計算例◆

 掛金基礎給与月額が１５６，４９５円の場合 

 ①１５６，４９５円×０．０３６＝５，６３３．８２円

 ②小数点以下を切り捨て、５，６３３円

 ③下１桁が奇数なので、１円を引下げ、５，６３２円を掛金額とする。

※事業主と会員が２分の１ずつ負担するため、事業主２，８１６円、会員２，８１６円の負担と

なり、共済会へは合算した５，６３２円を納付してください。

（３）掛金額の決定について（規程 第２０条、第２１条）

・毎年度の掛金額の決定は次のように行います。

①掛金基礎給与月額変更届の提出（４月末）

共済契約者または代行者は、４月１日における会員の掛金基礎給与月額について、掛金基礎給与

月額変更届（様式第８号）を提出してください。様式は事務局から送付します。

②掛金の決定

提出された掛金基礎給与月額変更届に基づき新年度の掛金額を決定し、掛金基礎給与月額及び掛

金決定通知書（様式第９号）で通知します。

◆注意◆ 年度途中の掛金額変更について

・年度途中で給与に変更があった場合でも、掛金額の変更は行いません。

 ・年度途中で採用された者については、会員異動届（入会）（様式第６－１号）に基づき、掛金

額を決定します。

・会員が年度途中で法人内異動をした場合、異動後に給与額の変更があっても、その年度の掛

金基礎給与額は変わりません。

・会員が年度途中に他法人等へ異動した場合、会員異動届（会員期間通算承認申請書）（様式第

６－４号）の月額に基づき、掛金基礎給与月額を決定します。
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（４）掛金の納付方法について（規程 第２２条）

・共済契約者は、事業主負担分と会員負担分の掛金を毎月取りまとめ、翌月末日までに納付してくだ

さい。なお、月の末日が土曜・日曜・祝日の場合はその翌日が納付期限となります。

・掛金は下記の振込用紙に事業所名・何月分の掛金であるかを記入し、振り込んでください。

また、事業所が複数あり、法人で一括して振り込む場合は、必ず事業所ごとの掛金額の明細を振込

用紙の裏面にご記入ください。

【掛金専用振込用紙】

◇表面

振込金受取書 振込金通知書 振込依頼書（入金票）

平成 年 月 日 平成 年 月 日 ご依頼日 

金 額 ７８，１２０円 金 額 ７８，１２０円 振込先 百五銀行 ７８，１２０円

振込先 百五銀行 振込先 百五銀行 受取人 普通 4477 

受取人

一般財団法人

三重県社会福

祉事業職員

共済会

受取人

一般財団法人

三重県社会福祉

事業職員共済会

一般財団法人

三重県社会

福祉事業職員

共済会

依頼人 （福）○○会 依頼人 （福）○○会

依頼人 （福） ○○会

津市○○２－６

 備考

平成○年△月分掛金

 備考

平成○年△月分掛金

◇裏面

平成○年△月分

前月退会者氏名（掛金額）

○○○○ 6,280円

本月新加入者名（掛金額）

○○○○ 4,650円
△△△△ 4,820円

特養□□□    54,820円 
デイサービス○○ 23,300円 

※専用の振込用紙は、事務局から送付しますので、なくなりましたら事務局に請求してください。

中央の用紙が共済会に届きます。

掛金額・法人（事業所）名・納付

月が正しく記入されていることを

確認してください。

前月に退会した職員の氏名・新規加

入者の氏名・掛金額を記入してくだ

さい。

複数の事業所を一括で納付する場

合は、内訳を記入してください。
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≪専用の振込用紙を使用しない場合≫

事業所と金融機関との契約により、振込み作業が簡略化されている場合などは、必ずしも専用の振

込用紙を使用する必要はありませんが、掛金を納付した際に必ず事業所名・施設団体番・何月分の掛

金であるかを記入した書面で報告してください。（FAX可）

※注意

掛金のまとめ払いはせず、必ず毎月納付していただくようお願いします。 

また、納付の遅れのないようお願いします。納付が遅れると、退会手続き、退職手当金等の支払 

  いも遅れますのでご注意ください。 

・掛金の納付期限の延長について（規程 第２３条）

   各月の掛金は翌月末までに納付することになっています。

   やむを得ない理由により、掛金納付期限の延長を希望する場合は、掛金納付期限延長申請書兼確

  認通知書（様式第１０号）を納付期限までに提出してください。

・延滞金について（規程 第２４条）

   納付期限を過ぎても納付がない場合は、やむを得ない事情があると認めた場合を除き、納付期限

  の翌日から２０日以内に事務局から納付期限を付した督促状を送付します。

その納付期限を経過しても掛金の納付がない場合は、掛金１００円につき１日４銭の割合で督促

  状による納付期限の翌日から掛金を納付した日までの日数によって計算した額の延滞金を徴収し

  ます。

  翌月末（納付期限）    督促    督促状に定めた納付期限      納付日

       ２０日以内                 延滞金計算期間

（５）施設台帳兼事業主資産計上額証明書について

・事務局は、前年度掛金が収納されたことを確認した後、施設台帳兼事業主資産計上額証明書を発行

します。

・毎年１月～２月頃にその時点での会員および納付状況を確認するため、事務局から施設台帳を送付

しますので、記載内容を確認の上、疑義があれば速やかにご連絡ください。

また、納付状況に過不足等があれば、事務局に連絡の上、３月末までに納付額を調整してください。

※注意

 ・前年度資産計上額や調定額が正しくない等、ご不明な点がありましたら、必ず事務局にご連絡くだ

  さい。

 ・入会、異動または退会等の手続きが遅れている場合は、調定額と納付額に誤差が生じます。届出書

類は速やかに提出してください。
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Ⅴ．退会について

（１）退会の要件（規程 第１２条）

 ・会員は、次のいずれかに該当した場合、退会するものとする。

  ①退職したとき

  ②死亡したとき

  ③常時従事する職員でなくなったとき

  ④契約が解除されたとき

（２）退職手当金等の給付（規程 第２５条）

・会員が上記①～③の理由で退会した場合、退職手当金を支給しますので、速やかに請求手続きを行

ってください。

ただし、会員期間１年未満の場合または会員が除名になった場合は、退職手当金は支給されません。

その場合、掛金累計額の２分の１（会員負担分）を返還金として支給します。

（第２５条第１項・第２項・第４項）

 ・上記④の契約解除の場合は、退会一時金が支給されます。（第２５条第３項）

（３）退職手当金請求の手順（規程 第３２条）

①退職手当金請求書・会員加入及び退会状況報告書の提出 

   退会する会員は、退職手当金請求書・会員加入及び退会状況報告書（様式第１１号）および退職 

  所得の受給に関する申告書に記入・押印の上、事業主に提出してください。また、退職金の振り込

みを指定する預金口座の通帳（写）を添付してください。 

退職所得の受給に関する申告書は提出いただき、事務局で確認後に返却します。

返却された申告書は事業所で保管し、税務調査等で求められた場合は提示してください。

特定個人情報（マイナンバー）はマスキングテープ等で見えないようにしてください。

  ◇退職手当金請求書の記入方法（様式第１１号 巻末 様式集２６ページ参照）

  ・事業主は、会員の記載内容を確認した上で、共済契約者記入箇所に記入、押印し、退職所得の受

給に関する申告書および預金口座通帳（写）と合わせて、事務局に提出してください。 

   必ず、共済契約者である法人の代表者印を押印してください。 

  ・訂正がある場合は、記入箇所に応じて本人もしくは代表者印で訂正してください。 

   （担当者印は使用しないでください。） 

  ・送金先金融機関は必ず請求者本人の口座を記入してください。 

※注意 振込口座について 

  ・送金先金融機関・口座番号・口座名義は間違いのないようにご記入ください。

   記入に誤りがあると送金できないため、事業所に振込口座を確認の上、再度振り込みを行い

   ますので、送金予定日に支給できなくなります。

  ・退職者は、退職手当金の振込先に指定した口座に退職金が入金されるのを確認するまで、口

   座の解約や口座名義の変更を行わないようにしてください。
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  ・振込先に指定した預金口座の通帳（写）を添付してください。

  ・婚姻等により、口座名義を変更し、会員登録している氏名と異なる場合は、以下の書類を添

   付してください。

    ①戸籍抄本

②新しい通帳の写し（口座番号、口座名義、金融機関等が記載されているページ）

◇会員加入及び退会状況報告書の記入方法（様式第１１号 巻末 様式集２７ページ参照）

 ・「加入年月日」について：共済会へ加入した年月日を記入してください。

  ・「施設団体就職年月日」について：法人・団体へ就職した年月日を記入してください。

  ・「休職期間共済会掛金未払期間」について：休職期間があり、休職届を提出している場合に記入

してください。

  ・「独立行政法人福祉医療機構加入の有無」について：どちらかに○を付け、加入している場合は、

福祉医療機構の退職金請求書も一緒に提出してください。

  ・「退職区分」について：下表①～④のいずれかを選び、「退職区分」欄の該当する番号に○を付け

てください。また、区分に応じて必要な添付書類を添えて提出してください。

   ④その他に該当する可能性がある場合は、あらかじめ事務局までご相談ください。

区分 退職理由 添付書類

① 普通退職 結婚、定年、転職、雇用契約満了

② 死亡退職 死亡
・死亡診断書（写）

・受給権者に応じた添付書類（１７頁参照）

③

業務上傷病
業務上の傷病により障がいの状

態になったことによる退職

・労働者災害認定書（写）またはその原因、

経過等を記した共済契約者の証明書

・障害厚生年金の受給を証する書類又は障

がいの程度が厚生年金保険法第４７条

第２項に規定する障害等級に該当する

ことの医師の診断書等

業務上死亡 業務上の死亡

・死亡診断書（写）

・労働者災害認定書（写）またはその原因、

経過等を記した共済契約者の証明書

・受給権者に応じた添付書類（１７頁参照）

④ その他
犯罪行為又は重大な非行による

退職等

・犯罪の概要（発覚時期、被害の程度等）

・共済契約者の処分の状況（辞令の写し）

・理事会議事録（写） ・就業規則（写）

・判決がある場合は判決書（写）

・新聞記事（写） ・その他関係書類

 ◇退職所得の受給に関する申告書（退職所得申告書の記入）

  ・退職手当の支払い者の欄 ：名称は法人・団体の所在地・名称を記入してください。

  ・あなたの欄 ：退職者の氏名および現住所、退職年月日の帰属する年の１月１日現在の

住所を記入してください。
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  ・A欄①：退職年月日を記入してください。
  ・A欄②：在職中に障がい者となったことにより退職した人は、「障害」を○で囲み、〔 〕

内に障がいの状態、身体障害者手帳の交付年月日等を記載します。

その他の人は「一般」を○で囲みます。

  ・A欄③：施設団体に就職した日(共済会加入日ではありません)・退職した日を記入してください。
法人間異動をしている方は、異動前の職場に就職した日を記入してください。

また、勤続年数に端数が生じる時は、年単位に切り上げてご記入ください。

※様式第１１号は A３サイズ１枚、または A４両面刷り１枚としてご使用ください。
A４サイズ２枚になる場合は、必ずホチキスで留めて提出してください。

  ※退職手当金請求は、退職後１年以内に行ってください。請求が遅れる場合は、退職手当金請求書

提出期限延長届（様式第１２号）を提出してください。

（４）決定の通知（規程 第３４条）

事務局は、事業主から提出された書類を審査し、退会手続きと退職手当金の算出を行い、下記の  

通知を事業所・本人宛に送付します。

なお、審査の結果、退職手当金を支給できないと判断した場合は、事業主および本人に文書で通知

します。

・事業所宛て・・・退会確認通知書・退職手当金決定兼支払通知書（様式第１３号）

源泉徴収票（２枚）

  ・本人宛て ・・・退会確認通知書・退職手当金決定兼支払通知書（様式第１３号）

事業主は、送付された書類を保管してください。

また、源泉徴収票については、１枚を保管し、もう１枚は退会者から希望があった場合、退会者に

お渡しください。

※注意

退職手当金請求書・会員加入及び退会状況報告書等に何らかの不備等があった場合は、事業主に

返送しますので、速やかに補正してください。この場合、再提出に時間がかかると、退職手当金の

支給が遅れることがあります。

（５）退職手当金の支給

  退職手当金は、退職手当金請求書（様式第１１号）に記入された指定の口座へ送金します。

  ◇退職手当金の支給日について◇

    毎月末日に請求書の受付を締め切り、翌月末までに退職手当金を支給することを原則としてい

ます。ただし、年度末等は、退職者が多く、書類の審査や手続きに時間がかかるため、退職手当

金の支給が遅れる場合がありますのでご了承ください。
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（６）会員死亡による退職手当金の請求（規程 第２５条第５項、第２６条・第３２条）

   会員が死亡したことにより退職した場合、その遺族の請求により退職手当金を支給します。

  なお、請求することができる遺族は下記のとおりです。

 〔受給権者の順位および添付書類〕

順位 受給権者 添付書類

１

配偶者（会員の死亡当時事実上婚姻

関係と同様の事情にあった者を含

む）

①死亡診断書（写）

②戸籍謄本（但し、会員の死亡後に別戸籍となって

いる場合は、配偶者の戸籍謄本のほか会員の死亡

を証する戸籍謄本または除籍謄本）

２

子、父母、孫、祖父母または兄弟姉

妹で、会員の死亡当時、主としてそ

の収入によって生計を維持してい

た者

①死亡診断書（写）

②会員の死亡を証する戸籍謄本または除籍謄本

③主として会員の収入によって生計を維持していた

ことを証する書類

④会員と請求者の身分関係および先順位の相続人が

いないことを証する戸籍謄本または除籍謄本

⑤上記②又は④の戸籍謄本より請求者が除籍されて

いる場合は、請求者の現在の戸籍抄本または戸籍

謄本３

上記以外の親族で、会員の死亡当

時、主としてその収入によって生計

を維持していた者

４

会員の生前、その収入によって生計

を維持していなかった子、父母、孫、

祖父母または兄弟姉妹

第２順位に同じ（③を除く）

 ※同順位者が２名以上いる場合は、同順位の遺族の中から代表者を定め、その者が請求者となる「退

職手当金請求書」を作成し、他の者が作成したその者に対する退職手当金の請求および受け取りに

ついての委任状を添付してください。

 ※退職手当金請求書（様式第１１号）記入上の注意点（巻末 様式集２７ページ参照）

  退職者欄には会員の氏名・住所、遺族欄には退職手当金請求者（退職手当金受取人）の氏名・住所

・連絡先を記入し、送金先金融機関には退職手当金受取人の送金先口座を記入してください。退職

手当金受取人は、上記の受給権者の順位によります。添付書類も必ず一緒に提出してください。

 ・業務上傷病・死亡による場合（規程 第３２条第３項）

会員が業務上傷病・死亡により退職した場合は、上記の添付書類の他に、廃疾の状態に関する医師

の診断書、労働者災害認定書（写）または、その原因、経過等を明らかにした契約者の証明書を添

付してください。
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（７）退職手当金の計算方法（規程 第２７条、第２８条、第３０条、第３１条、別表１、別表２）

退職手当金の金額は、次のように計算します。

会員が退会する年度を含む直近３ヶ年の基礎給与月額の平均額の１／２に、退職区分・勤続年月  

数に応じた給付乗率を掛け、さらに支給率を掛けます。

また、計算途中で生じた端数は小数点第３位までを保持し、以下は切り捨てます。

支給率は、平成１２年度の制度改正において近年の経済情勢、金利動向等を勘案し、今後の充足率

の向上を図るため、平成１３年度を１００％として、平成１４年度から毎年２％ずつ、平成２４年度

からは毎年１％ずつ、平成２７年度７６％まで逓減しましたが、充足率が向上しましたので平成２９

年度から平成３２年度まで毎年１％ずつ逓増することになりました（平成２９年度時点では７７％で

す）。

給付乗率・支給率は業務運営規程の１２・１３ページを参照してください。

◇退職手当金計算式◇

a・・・３ヶ年の基礎給与月額の平均×１／２×会員期間の年数に応じた給付乗率

b・・・３ヶ年の基礎給与月額の平均×１／２×会員期間の端数月に応じた給付乗率

（ a ＋ b ）× 支給率 ＝ 退職手当金額

〔 例１ 退職手当金算出 〕会員期間に端数月がない場合

入会年月日：平成１８年４月１日

 退会年月日：平成２９年３月３１日

 会員期間 ：１１年

 掛金基礎給与月額：平成２６年度２０万円、平成２７年度２１万円、平成２８年度２２万円

 ◆計算式に当てはめると・・・

                              １１年間勤務した場合の給付乗率

a＝（２０万円＋２１万円＋２２万円）÷３×１／２×１１．１＝１，１６５，５００．０００

退職年度を含む直近３ヶ年の基礎給与月額の平均額

 １，１６５，５００．０００ × ７６％  ＝ ８８５，７８０．０００ 

平成２８年度の支給率

退職手当金支給額 ＝ ８８５，７８０円（小数点以下切捨て）

〔 例２ 退職手当金算出 〕会員期間に端数月がある場合

入会年月日：平成２２年４月１日
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 退会年月日：平成２９年１１月３０日

 会員期間 ：７年８ヶ月

 掛金基礎給与月額：平成２７年度１８万円、平成２８年度１９万円、平成２９年度２０万円

 ◆計算式に当てはめると・・・

７年間勤務した場合の給付乗率

a＝（１８万円＋１９万円＋２０万円）÷３×１／２×５．２５０＝４９８，７５０．０００

退職年度を含む直近３ヶ年の基礎給与月額の平均額

給付乗率の差（８年と７年）×８ヶ月／１２ヶ月 

ｂ＝（１８万円＋１９万円＋２０万円）÷３×１／２×｛（６．０００－５．２５０）×８／１２

ｂ＝４７，５００．０００

（a＝４９８，７５０．０００＋ｂ＝４７，５００．０００）× ７７％ ＝４２０，６１２．５００ 

平成２９年度の支給率

退職手当金支給額 ＝ ４２０，６１２円（小数点以下切捨て）

〔 例３ 退職手当金算出 〕休職期間を含む退職の場合

入会年月日：平成２２年４月１日

 退会年月日：平成２９年３月３１日

 会員期間 ：７年 ／ 休職期間 ：３ヶ月（平成２８年１０月～１２月）

掛金支払期間：６年９ヶ月（休職期間を除く）

掛金基礎給与月額：平成２７年度１７万円、平成２８年度１８万円、平成２９年度１９万円

 ◆計算式に当てはめると・・・

 ６年間勤務した場合の給付乗率

a＝（１７万円＋１８万円＋１９万円）÷３×１／２×４．５００＝４０５，０００．０００

退職年度を含む直近３ヶ年の基礎給与月額の平均額

給付乗率の差（７年と６年）×９ヶ月／１２ヶ月 

ｂ＝（１７万円＋１８万円＋１９万円）÷３×１／２×｛（５．２５０－４．５００）×９／１２

ｂ＝５０，６２５．０００

（a＝４０５，０００＋ｂ＝５０，６２５．０００）× ７６％ ＝３４６，２７５．０００ 

平成２８年度の支給率

退職手当金支給額 ＝ ３４６，２７５円（小数点以下切捨て） 
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〔 例４ 退職手当金算出 〕休職後に退職した場合

入会年月日：平成２２年４月１日

 退会年月日：平成２９年９月３０日

 会員期間 ：７年６ヶ月 ／ 休職期間 ：６ヶ月（平成２９年４月～９月）

掛金支払期間：７年（休職期間を除く）

掛金基礎給与月額：平成２６年度１７万円、平成２７年度１８万円、平成２８年度１９万円

          平成２９年度２０万円

 計算式に当てはめると・・・

７年間勤務した場合の給付乗率

a＝（１７万円＋１８万円＋１９万円）÷３×１／２×５．２５０＝４７２，５００．０００

退職年度を含む直近３ヶ年の基礎給与月額の平均額

          ※休職期間を除いた直近３ヶ年の基礎給与月額とする。

 ４７２，５００．０００ × ７７％  ＝ ３６３，８２５．０００ 

平成２９年度の支給率

退職手当金支給額 ＝ ３６３，８２５円（小数点以下切捨て）

（８）会員期間１年未満で退職した場合（規程 第２５条第１項・第２項）

  掛金累計額の２分の１（会員負担分）を返還金として支給します。

   退職手当金請求書・会員加入及び退会状況報告書（様式第１１号）に記入、押印し、提出してく

  ださい。（巻末 様式集２６・２７ページ参照）

（９）除名の場合（規程 第１３条、第２５条第１項・第２項）

 ・次の場合、会員は除名となりますので、速やかに事務局に連絡してください。

  状況がわかる書類を提出していただいた後、審査を行います。

①犯罪行為により禁固以上の刑に処せられたとき（執行猶予の有無にかかわらない）

②加入資格のない者が加入していたとき

③不正行為によって退職金等の支給を受けたり、受けようとしたとき

④本会の事業の適正な運営を妨げたり、妨げようとしたとき

なお、事業所を懲戒解雇により退職した場合であっても、上記以外の場合は除名とはなりませんの

で、事務局にご相談ください。

 ・除名の場合は、退職手当金は支給されませんが、その場合は、返還金として掛金累計額の２分の１

（本人負担分）が支給されます。
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（１０）契約解除による退会

（規程 第８条・第１２条第４号、第２５条第３項・第４項、別表３）

・次のいずれかに該当する場合は、契約解除となります。

①事業を廃止したとき

②掛金を３ヶ月以上滞納したとき（納付期限を延長している場合を除く）

③必要な届出を行わないとき又は虚偽の届出をしたとき

 ・共済契約者は、全ての会員の同意を得て、本会理事長の承認を得たときは、共済契約を解除するこ

とができます。属する全ての会員の同意を得たことを証する書類を添えて申し出てください。

・契約解除となった場合は、理事長の承認を得て退会一時金を支給します。

退会一時金の額は、次の金額を比較し、少ない方の額とします。

   ①掛金累計額

   ②退職手当金額

ただし、退会の日の属する年度の前年度末における要退職給付総額に対する共済会資産の保有率

  が１００％未満の場合は、給付額に当該保有率を乗じて得た額とします。

なお、退会一時金が支給されない場合は、掛金累計額の２分の１（会員負担分）の返還金として

  支給されます。

※掛金累計額の２分の１を下回らないものとします。

  ※退会一時金は、税法上は退職金ではなく、一時所得となりますので、ご注意ください。

（１１）退職手当金の税法上の取扱いについて

税法上の退職金額は、支給額から会員掛金額を除いた額となります。

  複数の退職金制度に加入し（※）、退職金を受け取る場合は、事務局にご相談ください。

  ※独立行政法人福祉医療機構は除きます。

Ⅵ．見舞金について

（１）見舞金の支給について（規程 第３７条～第４２条）

 ・以下の場合に見舞金を給付します。

   ①会員が住居または家財の３分の１以上を滅失したとき

※災害救助法が適用された大規模災害による床上浸水を含む

   ②会員が死亡したとき

（２）見舞金の種類と金額（規程 別表４）

・災害見舞金  ３０，０００円

※１件の災害で会員が複数ある場合は、それぞれの請求者に支給されます。

 ・死亡弔慰金  ５０，０００円
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（３）見舞金の請求について（規程 第４０条、別表４）

・見舞金等給付申請書（様式第１５号）に必要事項を記入・押印、内容を証明できる書類を添付して

（下記参照）、共済契約者（代行者）を経由し、提出してください。（巻末 様式集２９ページ参照）

請求期限は、災害が起こった日から１年以内とします。

  ◇添付書類◇

   災害見舞金・・・市町長または消防署長の発行するり災証明書

   死亡弔慰金・・・①死亡診断書（写）または戸籍抄本（写）

（会員本人が死亡したことを証するもの）

②戸籍謄本

（会員と申請者の関係および先順位の相続人がいないことを証するもの）

  ※提出された書類を審査して給付を決定し、指定の口座へ見舞金等を送金します。

指定口座（写）の添付にご協力をお願いします。

   また、申請者あてに見舞金等給付決定通知書を送付します。

   なお、見舞金を給付できないと判断された場合は、文書により事業主および本人に通知します。

Ⅶ．様式について

１．様式の変更について

各種様式について、この手引きの巻末にありますので、コピーし、使用してください。

  また、共済会のホームページからダウンロードし、使用することもできます。

・様式のダウンロードの仕方について

   ①インターネットに接続し、共済会のホームページにアクセスします。

    ＵＲＬ … http://www.miewel.or.jp/kyousai/index.htm 
   ②『様式集』のページで使用したい様式のワードファイルアイコンを右クリックします。

   ③「対象をファイルに保存」を選択し、様式を保存したい場所に保存します。
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◇よくある質問 Q&A集◇ 

１．入会について 

Q  入会届の提出を忘れていた場合、遡って入会できますか？ 

A  会員となるのは翌月 1 日からとなりますが、会員の利益を考慮して対応していますので、事務局

にご相談ください。 

  なお、遡って手続きする場合は、遅延届もあわせて提出していただいております。 

  入会承認後は、速やかに入会金と掛金を納付してください。 

 ２．掛金について 

   Q  勤務形態が変わった場合、どのように手続きすればよいですか？ 

A  常勤から非常勤になった場合、労働時間が常勤職員の２／３以上であれば、引き続き、会員で

あることができます。ただし、給与額が大幅に減少しても、その年度内の掛金額は変更されません

ので、一度、事務局にご相談ください。 

 ３．休職について 

Q  休職する職員がいるが、復職する時期がわかりません。 

Q  休職予定期間はどのように記入するのですか？ 

A  休職予定期間はあくまでも予定ですが、システムの都合上、開始と終了時期を入力しなければ   

なりませんので、開始と終了（予定）時期の記入をお願いします。 

   また、復職時には必ず復職届を提出してください。 

 ４．退会について 

   Q  退職手当金請求書の共済契約者及び代表者名の欄の押印は、施設長印でも可能ですか？ 

A  退職手当金請求書（様式第１１号）は必ず法人名・代表者印を押印してください。 

   Q  退職手当金請求前に氏名を変更して、金融機関の口座名義を変更した場合は、どうしたらよい

ですか？ 

A  退職手当金請求前に、氏名変更および金融機関の口座名義を変更した場合は、会員異動届

（職種・氏名変更）【様式第６-６号】を提出してください。 

退職後に氏名変更した場合は、退職者の戸籍抄本と通帳のコピー（口座番号・変更後の氏名が 

わかるページ）を退職届に添付してください。


